
  

一

石
綿
対
策
の
総
合
的
推
進
に
関
す
る
法
律
案 

目
次 第

一
章 
総
則
（
第
一
条
―
第
七
条
） 

 

第
二
章 

基
本
方
針
等
（
第
八
条
・
第
九
条
） 

 

第
三
章 

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
予
防
及
び
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
施
策 

 
 

第
一
節 

石
綿
等
の
製
造
等
の
禁
止
（
第
十
条
） 

 
 

第
二
節 

既
存
の
石
綿
等
に
関
す
る
施
策
（
第
十
一
条
―
第
十
七
条
） 

 
 

第
三
節 

石
綿
廃
棄
物
に
関
す
る
施
策
（
第
十
八
条
） 

 

第
四
章 

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
を
受
け
た
者
の
救
済
等
に
関
す
る
施
策
（
第
十
九
条
―
第
二
十
三
条
） 

 

第
五
章 

補
則
（
第
二
十
四
条
―
第
二
十
七
条
） 

 

附
則 

第
一
章 

総
則 

 

（
目
的
） 



 

二

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
石
綿
が
人
の
生
命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
物
質
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
石
綿
対
策

に
関
し
、
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
事
業
者
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
基
本
方
針
の
策
定
そ
の
他
の
石
綿
対
策

を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
石
綿
対
策
を
総
合
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
国
民
の
健
康
の
保
護

及
び
生
活
環
境
の
保
全
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
石
綿
対
策
」
と
は
、
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
予
防
及
び
環
境
の
汚
染
の
防
止
並
び
に
石
綿

に
よ
る
健
康
被
害
を
受
け
た
者
の
救
済
等
に
関
す
る
施
策
そ
の
他
の
石
綿
に
関
す
る
問
題
に
対
処
す
る
た
め
の
施
策
を
い
う
。 

（
国
の
責
務
） 

第
三
条 

国
は
、
石
綿
対
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。 

（
地
方
公
共
団
体
の
責
務
） 

第
四
条 

地
方
公
共
団
体
は
、
国
と
の
連
携
を
図
り
つ
つ
、
当
該
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
石
綿
対
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す

る
責
務
を
有
す
る
。 

（
事
業
者
の
責
務
） 



  

三

第
五
条 

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
に
関
し
、
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
予
防
及
び
環
境
の
汚
染
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
石
綿
対
策
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
情
報
の
提
供
） 

第
六
条 

石
綿
対
策
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
国
民
に
対
し
、
石
綿
及
び
石
綿
製
品
（
石
綿
を
含
有
す
る
製
品
及
び
こ
れ
を
使

用
し
た
製
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
以
下
「
石
綿
等
」
と
い
う
。
）
の
使
用
状
況
、
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
発
生
状

況
等
に
つ
い
て
、
必
要
な
情
報
の
提
供
が
適
切
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
法
制
上
の
措
置
等
） 

第
七
条 

政
府
は
、
石
綿
対
策
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
法
制
上
、
財
政
上
又
は
金
融
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
章 

基
本
方
針
等 

（
基
本
方
針
） 

第
八
条 

政
府
は
、
石
綿
対
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
の
基
本
的
な
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 

四

２ 

基
本
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 
石
綿
対
策
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
方
向 

 

二 

石
綿
等
の
製
造
等
の
禁
止
に
関
す
る
事
項 

三 

石
綿
等
の
製
造
等
に
関
す
る
情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
事
項 

四 

建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
（
以
下
「
建
築
物
等
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
石
綿
等
の
除
去
等
に
関
す
る
事
項 

五 

建
築
物
等
の
解
体
等
の
工
事
に
係
る
石
綿
の
飛
散
の
防
止
等
に
関
す
る
事
項 

六 

石
綿
廃
棄
物
（
廃
石
綿
及
び
石
綿
が
含
ま
れ
、
又
は
付
着
し
て
い
る
廃
棄
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
適
切
な
処
理

に
関
す
る
事
項 

七 

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
を
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
に
対
す
る
健
康
診
断
等
の
実
施
等
に
関
す
る
事
項 

八 

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
を
受
け
た
者
の
救
済
に
関
す
る
事
項 

九 

そ
の
他
石
綿
対
策
の
推
進
に
関
す
る
重
要
事
項 

３ 

政
府
は
、
基
本
方
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
関
係
行
政
機
関
の
協
力
体
制
） 



  

五

第
九
条 

政
府
は
、
基
本
方
針
の
策
定
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
施
策
の
実
施
に
関
し
、
関
係
行
政
機
関
に
よ
る
協
力
体
制
の
整
備

そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

第
三
章 

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
予
防
及
び
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
施
策 

 
 
 
 

第
一
節 
石
綿
等
の
製
造
等
の
禁
止 

第
十
条 

国
は
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
石
綿
等
の
製
造
、
輸
入
、
譲
渡
、
提
供
又
は
使
用
を
全
面
的
に
禁
止
す
る
た
め
に
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 

第
二
節 

既
存
の
石
綿
等
に
関
す
る
施
策 

（
石
綿
等
の
製
造
等
に
関
す
る
情
報
の
提
供
等
） 

第
十
一
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
石
綿
等
の
製
造
、
輸
入
、
販
売
等
に
関
す
る
情
報
を
広
く
事
業
者
及
び
国
民
に
提
供

す
る
た
め
、
当
該
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び
提
供
等
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
石
綿
製
品
の
製
造
、
輸
入
、
販
売
等
を
業
と
し
て
行
っ
た
者
に
よ
る
当
該
石
綿
製
品
の
取
扱

い
等
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
建
築
物
等
に
お
け
る
石
綿
等
の
使
用
状
況
に
関
す
る
情
報
の
提
供
等
） 



 

六

第
十
二
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
石
綿
等
の
大
部
分
が
建
築
物
等
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
建

築
物
等
に
お
け
る
石
綿
等
の
使
用
状
況
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
提
供
並
び
に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
整
備
に
関
し
、
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
建
築
物
等
に
お
け
る
石
綿
等
の
除
去
等
の
措
置
） 

第
十
三
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
石
綿
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
建
築
物
等
に
つ
い
て
適
正
な
維
持
保
全
を
す
る
た
め
の

措
置
と
し
て
建
築
物
等
の
所
有
者
等
に
よ
り
そ
の
建
築
物
等
に
使
用
さ
れ
て
い
る
石
綿
等
の
除
去
、
封
じ
込
め
等
が
円
滑
に

実
施
さ
れ
る
よ
う
、
石
綿
等
の
処
理
に
係
る
費
用
に
関
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
建
築
物
等
の
解
体
等
の
工
事
に
係
る
石
綿
の
飛
散
の
防
止
等
の
措
置
） 

第
十
四
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
建
築
物
等
の
解
体
等
の
工
事
に
お
い
て
建
設
業
者
に
よ
り
石
綿
を
当
該
工
事
の
場
所

か
ら
飛
散
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
、
か
つ
、
当
該
工
事
に
従
事
す
る
者
が
石
綿
に
ば
く
露
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
建
築
物

等
の
解
体
等
の
工
事
に
係
る
石
綿
の
飛
散
の
防
止
等
に
関
す
る
規
制
の
強
化
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
管
理
す
る
施
設
に
関
す
る
措
置
） 

第
十
五
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
管
理
す
る
学
校
、
病
院
、
官
公
庁
施
設
そ
の
他
の
多
数
の
者
が
利
用
す
る
施
設



  

七

又
は
公
共
施
設
で
あ
っ
て
、
石
綿
等
が
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
遅
滞
な
く
、
当
該
施
設
に
使
用
さ
れ
て
い
る
石

綿
等
の
除
去
、
封
じ
込
め
等
の
措
置
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
多
数
の
者
が
利
用
す
る
施
設
に
関
す
る
事
業
者
の
措
置
） 

第
十
六
条 

学
校
、
病
院
、
劇
場
、
百
貨
店
、
事
務
所
、
飲
食
店
そ
の
他
の
多
数
の
者
が
利
用
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
石
綿
等

が
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
事
業
者
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
施
設
に
使
用
さ
れ
て
い
る
石
綿
等
の

除
去
、
封
じ
込
め
等
の
措
置
を
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
石
綿
製
品
の
適
切
な
取
扱
い
の
確
保
） 

第
十
七
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
石
綿
製
品
（
建
築
物
等
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
含
ま
れ
る
石
綿
が
飛
散
す
る
こ
と
等
に
よ
り
人
の
健
康
に
係
る
被
害
が
生
ず
る
こ
と
等
を
防
止
す
る
た
め
、
石

綿
製
品
の
取
扱
い
に
関
す
る
技
術
的
な
助
言
そ
の
他
の
石
綿
製
品
の
適
切
な
取
扱
い
の
確
保
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
。 

 
 
 
 

第
三
節 

石
綿
廃
棄
物
に
関
す
る
施
策 

第
十
八
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
石
綿
廃
棄
物
の
処
理
に
当
た
っ
て
は
、
建
築
物
等
の
解
体
等
に
よ
り
石
綿
廃
棄
物
を



 

八

排
出
す
る
者
の
有
す
る
石
綿
廃
棄
物
に
係
る
情
報
が
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
当
該
情
報
が
石

綿
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
行
う
者
に
正
確
に
伝
達
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
石
綿
廃
棄
物
の
処
理
に
関
し
て
石
綿
が
飛
散
す
る
こ
と
等
に
よ
り
人
の
健
康
に
係
る
被
害
又

は
環
境
の
汚
染
が
生
ず
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
石
綿
廃
棄
物
の
特
性
に
即
し
た
石
綿
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
指
針
の

策
定
及
び
そ
の
適
切
な
運
用
の
確
保
そ
の
他
の
石
綿
廃
棄
物
の
処
理
が
適
正
に
行
わ
れ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も

の
と
す
る
。 

３ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
石
綿
廃
棄
物
を
安
全
か
つ
確
実
に
処
理
す
る
と
と
も
に
、
石
綿
廃
棄
物
の
減
量
化
を
図
る
た

め
、
溶
融
等
に
よ
り
石
綿
廃
棄
物
の
処
理
を
行
う
施
設
の
整
備
の
推
進
、
石
綿
を
無
害
化
す
る
た
め
の
技
術
に
関
す
る
研
究

開
発
の
推
進
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

第
四
章 

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
を
受
け
た
者
の
救
済
等
に
関
す
る
施
策 

 

（
健
康
被
害
に
関
す
る
実
態
の
調
査
等
） 

第
十
九
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
に
関
す
る
実
態
の
調
査
及
び
そ
の
結
果
の
公
表
に
関
し
、
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 



  

九

 
（
健
康
診
断
等
の
実
施
） 

第
二
十
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
石
綿
等
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
が
行
わ
れ
る
事
業
所
に
勤
務
し
て
い
た
者
、

石
綿
を
排
出
す
る
事
業
所
の
周
辺
住
民
等
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
を
受
け
た
お
そ
れ
が
あ
る
者
に
対
す
る
健
康
相
談
、
健
康

診
断
等
が
適
切
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
疾
病
に
関
す
る
調
査
研
究
の
推
進
） 

第
二
十
一
条 

国
は
、
中
皮
腫
そ
の
他
の
石
綿
に
起
因
す
る
疾
病
で
あ
っ
て
、
そ
の
早
期
診
断
が
困
難
で
あ
り
、
又
は
そ
の
治

療
方
法
が
確
立
し
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
早
期
診
断
又
は
治
療
の
方
法
に
関
す
る
調
査
研
究
の
推
進
の
た
め
に
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
健
康
被
害
を
受
け
た
者
の
救
済
） 

第
二
十
二
条 

国
は
、
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
を
受
け
た
者
及
び
そ
の
遺
族
に
対
し
給
付
金
を
適
切
に
支
給
す
る
た
め
に
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
三
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
を
受
け
た
者
が
適
切
な
医
療
を
受
け
る
機
会
が
確
保
さ
れ

る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 



 

一
〇

 

第
五
章 

補
則 

 

（
石
綿
代
替
製
品
の
普
及
等
の
措
置
） 

第
二
十
四
条 
国
は
、
石
綿
等
の
製
造
等
の
禁
止
に
関
す
る
措
置
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
、
石
綿
等
に
代
替
す
る
物
で
あ

っ
て
人
の
生
命
及
び
健
康
に
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
に
関
す
る
調
査
研
究
の
推
進
及
び
そ
の
成
果
の
普
及
そ
の

他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
中
小
企
業
者
へ
の
支
援
） 

第
二
十
五
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
石
綿
等
の
製
造
等
の
禁
止
に
関
す
る
措
置
に
よ
り
そ
の
経
営
に
影
響
を
受
け
る
中

小
企
業
者
の
事
業
の
転
換
の
円
滑
化
等
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
事
業
者
に
よ
る
情
報
の
提
供
の
促
進
） 

第
二
十
六
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
石
綿
等
の
製
造
を
行
っ
た
事
業
者
に
よ
る
工
場
又
は
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

等
の
情
報
の
提
供
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
災
害
時
に
お
け
る
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
予
防
措
置
） 

第
二
十
七
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
を
予
防
す
る
た
め
、
石



  

一
一

綿
等
が
大
量
に
使
用
さ
れ
て
い
る
建
築
物
等
の
所
在
地
等
に
つ
い
て
の
情
報
の
提
供
、
石
綿
の
飛
散
の
防
止
等
の
た
め
の
措

置
を
防
災
に
関
す
る
計
画
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

附 
則 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 

一
二

 



  

一
三

 
 
 
 

 

理 

由 

 

石
綿
が
長
期
に
わ
た
る
潜
伏
期
間
を
経
て
人
の
生
命
及
び
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
物
質
で
あ
る
こ
と
並
び
に
我
が
国

に
お
い
て
石
綿
等
が
広
く
使
用
さ
れ
て
い
る
状
況
に
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
国
民
の
健
康
の
保
護
及
び
生
活
環
境
の
保
全
に

資
す
る
た
め
、
石
綿
対
策
に
関
し
、
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
事
業
者
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
基
本
方
針
の
策

定
そ
の
他
の
石
綿
対
策
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
石
綿
対
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
必
要
が

あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


